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１ 目的と概要 

(１) 本書の目的と概要 

消防庁では、「消防指令システムの高度化等に向けた検討1」において、消防本部における消防指令シ

ステムの刷新に係る仕様検討業務の業務負荷の軽減などを目的に、以下の文書を作成した。 

▪ 「通信指令業務の標準的な業務フロー」（以下、「標準業務フロー」という。） 

▪ 「消防指令システムの基本的な機能の一覧」（以下、「基本的機能一覧」という。） 

▪ 「消防指令システムの調達仕様書ひな形」（以下、「調達仕様書ひな形」という。） 

▪ 「消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書」（以下、「緊急通報標準イン

ターフェイス」という。） 

▪ 「ＩＰ無線に係る標準インターフェイス標準仕様書」（以下、「ＩＰ無線標準インターフェイス」とい

う。） 

▪ 「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」（以下、「ＡＶＭ標準インターフェイス」という。） 

▪ 「消防本部間位置情報転送時のユーザ・ユーザ情報（ＵＵＩ）定義書」（以下、「ユーザ・ユーザ

情報（ＵＵＩ）定義書」という。） 

▪ 「標準化されたデータ要件」 

上記８文書は、今回新たに作成した文書であるため、消防本部職員が各文書を確認する際に解釈に迷

う箇所や、業務の中でどのように文書を活用していけばよいかわからないといった疑問が生じる可能性が

ある。 

以上のことから本導入手順書（以下、「本書」という。）は、上記８文書について、消防本部における理解

の支援、活用推進を図る目的で作成している。 

 

① 本書での解説対象 

本書の解説対象である８文書の概要を表 １-１に示す。各文書の詳細、及び読み方は２.「各文書

の解説」をご参照いただきたい。 

 

 
1 消防庁が事務局となり、令和２年度から実施している消防指令システムの高度化などに向け、消防指令システムの将来的

なあり方・取組方針及び消防指令システムと外部システムを接続するための標準インターフェイスなどについて検討を行う会

議体 
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(２) 本書の位置づけ 

本書は、消防指令システムの高度化等に向けた検討の中で作成した８文書の補足文書として作成して

いる。位置づけのイメージを図 １-２に示す。 

 

 

図 １-２ 本書の位置づけ 
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(ア) 事前確認事項 

標準業務フローでは、フロー作成の国際基準であるＢＰＭＮ方式でフローを記載している。フ

ロー内で扱われるアイコンとその意味を、図 ２-１ に示す。 

 

 

 
図 ２-１ フロー中のアイコン3 

 

  

 
3 「通信指令業務の標準的な業務フロー」Ｐ．５より抜粋 
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(イ) 標準業務フローの読み方 

アイコンの理解を基に、標準業務フローから抜粋したフローを例として、①～⑤の手順で標準

業務フローの読み進め方を記載する。 

 

  

 

 

 

 
STEP１：登場人物を把握する 

フローの上部（レーン）を参照し、フローでの登場人物（業務の実施主体や連携先など、業務に関

連してくる組織）を確認する。ここでは、「署所/消防隊（車両）」「消防指令センター」「外部連携（他

システムなど）」が業務に関連する登場人物となることが読み取れる。 

 

レーン 
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A：機能の概要 

消防指令システムが具備する基本的な機能を３段階の業務分類の最小粒度（小分類）ごとに、機能分

類、機能名及び機能の概要の定義を行った。 

※本一覧表について、基本的な機能として記載して違和感がないかなどの記載内容の妥当性には、全

国消防本部へのアンケートや事業者へ意見確認した結果を反映しているものの、あくまでも消防指令シ

ステムで具備する機能の標準を示した内容であるため、各機能を具備しているか、具備する必要がある

かについては各消防本部で検討することを想定している。 

C：機能の必要性検討 

全国消防本部へのアンケート結果や事業者への意見確認結果より判明した、一部の事業者では提供し

ていない機能、一定数の消防本部では実装されていない機能については、システム刷新や新システム構

築時のシステム仕様の検討を行う際に機能の要否を判断することが望ましいことから、それら機能がわ

かるよう本欄にて判別できるように整理している。 

D：機能と業務の紐づけ 

各機能について、通信指令業務のどのタイミングで必要とされるかを整理しており、ここでの業務は、標

準業務フロー作成時に整理した標準的な通信指令業務（青塗の業務項目）と通信指令業務ではないもの

の、システムの運用上必要不可欠な業務として保守・メンテナンス系業務（緑塗の業務項目）を記載する

こととしている。 

B：機能を実装する装置の紐づけ 

・本一覧表について、本書の解説対象文書としている調達仕様書ひな形の３.（１）「機能要件」の別紙１

「新消防指令システムに求める機能一覧」として活用している。 

・調達仕様書ひな形３.（２）「装置要件」では装置一覧を記載しており、機能を実現する装置を指定したい

場合に装置一覧の装置 No.と紐づけを行う目的で作成している整理列である。 

・機能を実現する装置を指定する場合、ベンダーロックインが生じる可能性があるため、事業者へ実現可

否を事前に確認するなど、検討のうえご指定いただきたい。 
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(ア) 「調達仕様書」に関する基礎知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達仕様書とは 

 

⚫ 調達仕様書は、調達するシステムの機能・サービスなどを定義し、それを内外部の利害関

係者と共有するための文書である。 

⚫ 自治体内部では、調達仕様書を通じて、調達するシステムの機能・サービスが、事業の目

的やユーザのニーズなどに照らし合わせて必要十分なものになっているかを確認し、予算

執行の正当性を確認するために用いられる。 

⚫ 対外的には、受注候補業者（提案業者）に対して、必要なシステムの機能・サービスを明示

し、各社の設計、提案を促すために用いられる。 

⚫ 通常、受注業者の選定は調達仕様書を基に受注候補業者が作成する提案書や見積もりを

評価して行う。また、受注業者選定後の契約行為でも、調達仕様書を基に交渉・調整が行

われる。 
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調達仕様書に求められること  

 

⚫ 分かりやすいこと 

調達仕様書は、多くの関係者に読まれることが想定されるため、誰が読んでも理解が可能

な文章で記述される必要がある。 

少なくとも、インターネットや一般に入手可能な書籍などを参考にすれば理解できるものを

書くことを心掛け、一般的でないと思われる用語を使用する場合は、用語を定義する、注釈

を設けるなどの対応が必要である。 

 

⚫ 必要事項が網羅されていること 

 調達仕様書においては、調達したいものが確実に調達できるように必要事項を網羅的に記

載する必要がある。 

多くの調達仕様書には、次のような内容が記載されている。 

(ア) 調達の背景（現状の課題）と目的 

・そのシステムは、どのような課題を解決するために導入しようとしているのか 

・事業の目的はどこにあるのか 

(イ) 調達における方針（基本的な考え方）・前提条件 

・システムを導入して課題の解決を行う上で重視する基本的な考え方 

・導入のスケジュール 

(ウ) 調達要件 

 ・基本要件：契約期間/システムの利用者・利用場所・利用時間/参加資格など 

・システムに係る要件：機能要件/装置要件/非機能要件など 

 ・人的サービスに係る要件：プロジェクト管理/研修/運用保守/ヘルプデスクなど 

 

⚫ 提案業者に適度な自由度が与えられていること 

 調達のゴールは、限られた時間、限られた予算を最大限に活用して、最大の成果あるいは

費用対効果をあげることができるシステムを調達することにある。 

そのため要件の記載においては、要件の重要度と最低達成ラインを明確にして、提案業

者にとって最も価値のある提案ができる余地を残しておくことが重要である。 

自由度が少ない仕様になればなるほど調達コストは高くなると同時に、あまりに難易度が

高い要件を盛り込み過ぎると、提案業者が辞退することとなり、不調達という結果を招くこと

にもつながる。 

また、新たに導入するシステムに現行システムと同等の仕様（要件）を求める場合に、「〇

〇については、現行システムと同等とする」と記載される場合があるが、現行システムを構築

した事業者しか参入できず調達の競争性を低下させてしまう可能性があるため注意が必要

である。 
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(イ) 調達仕様書ひな形の読み方 

本項目では、調達仕様書ひな形を読み進めていく際に認識が必要となる３つのポイントを、調

達仕様書ひな形から一部抜粋した文章を用いて説明する。 

 

＜緑文字表記＞ 

 

 

 

＜補足コメント＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 緑文字の記載は、各消防本部で調達ごとに実態に合わせて記載する箇所として

いる 

 ｘｘ表記の箇所は、各消防本部で実態に合わせて名称や数値を記載する箇所と

している 

 「なぜこのような記載にしているか」、「この項目ではどのような要件の記載を想

定しているか」など、理解の上で補足が必要な箇所は、文書中に適宜コメント

形式（【補足〇-〇】）で補足している 
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する際、現状位置情報の転送ができないため、口頭で伝達を行ってい

る。このため、位置情報を転送する仕組みの構築についてニーズを確

認している。5（図 ２-２） 

 本検討は、管轄消防本部への 119番通報転送時における通報者の

位置情報転送を実現することを目的としている。 

 ユーザ・ユーザ情報（UUI）定義書は消防本部間の位置情報転送の仕

組みを実現するためのＵＵＩフォーマットを定義するものである。（図 

２-３） 

使用者の想定 消防本部のシステム担当者（調達業務実施者）。 

消防本部における活

用方法（想定） 

本書の３.「各文書の活用案」で、消防本部におけるユーザ・ユーザ情報（Ｕ

ＵＩ）定義書の活用方法・手順案を記載している。 

 

 

図 ２-２ 消防本部の課題・ニーズ 

 
図 ２-３ 本定義によって目指す姿 

 

 

② 記載内容 

ユーザ・ユーザ情報（ＵＵＩ）定義書では、通知する項目、ユーザ・ユーザ情報要素の定義について

 
5 令和２年度に消防庁で実施した全国消防本部に対するアンケート結果、及び令和４年度検討における消防本部へのヒアリ

ング結果より。 
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図 ２-４ 消防本部間位置情報転送の仕組み 

 

(イ) 転送フォーマット 

本仕組みの実現にあたっては、既存のＵＵＩフォーマットの空き容量を活用し、位置情報を追加

する6。 

追加する位置情報は、「緯度内容長」、「緯度番号ディジット」、「経度内容長」、「経度番号ディ

ジット」、「位置精度内容長」、「位置精度番号ディジット」である。これらの情報については、転送

時点で位置情報通知サーバから取得した最新のものを管轄消防本部へ転送することとする。 

既存のＵＵＩフォーマットに位置情報を付加する際のイメージを図 ２-５に、ＵＵＩの既存・追加情

報要素、及びその定義を表 ２-１４に、実際に転送される情報内容例を図 ２-６に示す。同内容

についてはユーザ・ユーザ情報（ＵＵＩ）定義書をご参照いただきたい。 

表 ２-１４、及び図 ２-６では、以下を例示する。 

 
6 既存のＵＵＩのフォーマットはＩＰ網が変更される場合も変わらず、空き容量内であればカスタマイズが可能である。既存のＵ

ＵＩフォーマットの容量は 131オクテットであり、現在は 23オクテット程度使用している。 
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＜転送情報の内容例＞ 

▪ ＤＯＣＯＭＯ 090 1234 5678からの通報 

▪ 緯度 36度、経度 138度からの通報 

▪ 位置精度半径５ｍ 

▪ ユーザ・ユーザ内容長は 46オクテット7 

 

 

図 ２-５ ＵＵＩ要素の構成 

  

 
7 １オクテット＝８ビットの情報量を表す。 
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図 ２-６ 転送情報内容の例 
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図 ２-７ 消防本部の課題・ニーズ 

 

 

図 ２-８ 本検討により目指す姿 

 

② 記載内容 

「標準化されたデータ要件」とは、消防指令システム移行時における移行データの中間的なレイア

ウトを定義した文書群のことを指す。「標準化されたデータ要件」は以下３文書（Ｅｘｃｅｌ資料）で構成さ

れている。 

▪ 移行ファイル構成表・関連図 

▪ データ項目一覧表 

▪ コード構成表・一覧表 

各文書の詳細は、本項（ア）～（ウ）をご参照いただきたい。 

消防本部ではこれを調達仕様の一部とし、新消防指令システム刷新時に「標準化されたデータ要

件」を使ってデータを移行することを求める。消防指令システム事業者では、調達仕様書に準拠して

「標準化されたデータ要件」を活用し、新消防指令システムへデータを移行する。 
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図 ２-１２ コード一覧表の記載イメージ 
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３ 各文書の活用案 

(１) 活用の概要 

本検討の中で作成した文書は、消防指令システム刷新の際に発生する業務で活用できると考えてい

る。 

以降の項目では、消防指令システムの刷新を行う際に発生する業務を「要件定義」、「予算要求」、「移

行計画」、「調達」４つのフェーズに区分し、各フェーズにおける活用方法について解説する。 

想定している活用の全体像を図 ３-１、活用の概要を表 ３-１に示す。 

 

 

図 ３-１ 活用の全体像 
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(イ) フェーズ１での文書の活用方法 

本項目では、表 ３-２で示した(ⅰ)「現状把握」、(ⅱ)「要望把握」、(ⅲ)「情報提供依頼の実施」

の３つの実施事項における活用方法を示す。 

 

ア. 現状把握における活用方法 

消防指令システムの刷新を進めていくにあたり、現状把握が不十分である場合、新消防

指令システムで実現すべき機能・業務の検討が曖昧となり、思い描く新消防指令システム

の刷新が行えない可能性があるため、まずは現行の通信指令業務の流れ、消防指令シス

テムの機能といった現状を把握する。 

通信指令業務・消防指令システムの機能を可視化する際、現状を正確に理解するため

に標準業務フロー・基本的機能一覧と消防本部の現状を比較し差異を確認する。 

次に標準業務フロー・基本的機能一覧に対して差異がある箇所に修正を加えることで、

自消防本部の業務フロー及び機能一覧を作成し、自消防本部の現状を可視化する。 

図 ３-２はフェーズ１の活用イメージであり、本項目の活用方法は図中①②に該当する。 

 

イ. 要望把握における活用方法 

要望を把握するためのアプローチとして、(ⅰ)「現状把握」で作成した自消防本部の業務

フローと自消防本部の機能一覧に対して、現場視察・システム利用職員へのヒアリングな

どで収集した要望を反映することで、現行の通信指令業務のどこを改善したいか、新消防

指令システムで実現したい機能はなにかを可視化する。 

以上の活用は、図 ３-２における図中③④に該当する。 

なお、ここで可視化された要望はフェーズ２で基本設計を実施する際の検討のベースに

なるため継続的に利用される。 
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図 ３-２ フェーズ１での文書活用イメージ（１/２） 

 

 

ウ. 情報提供依頼の実施における活用方法 

情報提供依頼は、新消防指令システムで実現したい業務や機能の実現可能性や懸念

事項について事業者へ確認を行うが、確認事項の前提条件・利用シチュエーションの認識

が曖昧な場合は事業者も回答しづらく検討に必要な回答を得られない可能性がある。 

そのため、事業者への確認事項が、通信指令業務のうち、どの部分（タイミング）で発生

する事項であるのかを明確化することが重要ある。 

そこで、標準業務フローをベースとした自消防本部の業務フローを活用することにより、

確認事項の前提条件や利用シチュエーションを自消防本部の業務フロー上で明確化し、

確認事項と併せて事業者に提示・確認することができる。 

また、情報提供依頼で事業者が提供できる新機能やオプション機能などを確認する際に

は、基本的機能一覧を確認時の参考文書として活用することも可能であると考えられる。 

以上の活用方法をイメージ化したものが図 ３-３である。 
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図 ３-３ フェーズ１での文書活用イメージ（２/２） 

  

(ウ) フェーズ１での文書の活用手順 

ア. 活用①：現行業務の可視化 

本項目では、標準業務フローをベースに自消防本部の業務フロー作成する手順を示す。 

本活用方法は、図 ３-２で提示した活用のうち①「現行業務の可視化」に該当するもので

ある。（図 ３-４をご参照ください。） 
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図 ３-４ フェーズ１での文書活用イメージ（①現行業務の可視化） 

 

＜活用手順＞ 

(１) 標準業務フローと自消防本部における通信指令業務を比較し差異を確認する。 

(２) （１）で確認した差異を踏まえ、標準業務フローに対して以下４つのカスタマイズを行

うことで、自消防本部の業務フローを作成する。 

▪ 自消防本部では実施していない業務を標準業務フローから削除 

▪ 自消防本部では実施しているが標準業務フローに記載のない業務を追加 

▪ 自消防本部と標準業務フローで実施のタイミングが異なる業務の修正 

▪ 自消防本部と標準業務フローで実施主体が異なる業務の修正 
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活用手順(１)・(２)を自消防本部で実施する際の作業補助として、「差異確認用チェックリスト」

を別途作成している。（本文書別紙１） 

「差異確認用チェックリスト」では、標準業務フローに記載している業務のうち、標準を定義する

ことが難しく、消防本部ごとに業務実施のタイミングや実施有無にバラツキが多いことを確認し

た業務に対して、削除や追加などのカスタムを行う際の対応方法を示している。    

 

 

  









［S8-01］消防指令システムの導入手順書.pdf 

【３各文書の活用案(２)フェーズ１要件定義における活用】 

- 57 - 
 

 

図 ３-５ フェーズ１での文書活用イメージ（②現行利用機能の可視化） 

 

＜活用手順＞ 

(１) 基本的機能一覧と自消防本部の消防指令システムが具備する機能を比較し差異を

確認する。 

(２) （１）の確認結果を踏まえ、基本的機能一覧と差異がある場合は、次の３つのカスタ

マイズを実施することで、自消防本部の機能一覧を作成する。 

▪ 自消防本部では具備していない機能を基本的機能一覧から削除 

▪ 自消防本部では具備しているが基本的機能一覧に記載のない機能を追加 

▪ 機能を説明する内容（機能概要）の一部修正 
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図 ３-６ フェーズ１での文書活用イメージ（③業務将来像の可視化） 

 

＜活用手順＞ 

(１) 各消防本部で業務実施の流れを改善したい業務や追加で実施したい業務などの通

信指令業務に関する要望を検討する。 

(２) 活用①で作成した自消防本部の業務フローに対して、活用手順(１)の検討結果を基

に、今後不要とする業務の削除や、新たに実施したい業務の追加などを行うことで、

自消防本部の業務フロー（将来像）を作成する。 

 

 

活用手順(２)で業務の追加・削除を行う場合の修正手順については、Ｐ.55-Ｐ.57 の作業

ポイント②を参照 

 

 

エ. 活用④：機能将来像の可視化 

本項目では、活用②「現行機能の可視化」の結果と、③「業務将来像の可視化」で作成し

た自消防本部の業務フロー（将来像）を基に自消防本部の機能一覧（将来像）を作成する

ことを想定している。 

本活用方法は図 ３-２で示した活用のうち、④「機能将来像の可視化」に該当するもので
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ある。（図 ３-７をご参照ください。） 

 

 

図 ３-７ フェーズ１での文書活用イメージ（④機能将来像の可視化） 

 

＜活用手順＞ 

(１) 活用③で作成した自消防本部の業務フロー（将来像）を基に、活用②で作成した自

消防本部の機能一覧のどこに影響が出るかを確認する。 

(２) （１）で確認した影響箇所に対して、新消防指令システムでは不要な機能の削除、新

たに実現したい機能の追加、記載内容の一部修正を行うことで自消防本部の機能

一覧（将来像）を作成する。 

 

オ. 活用⑤：事業者確認の補助 

本項目では、活用③「業務将来像の可視化」で作成した自消防本部の業務フロー（将来

像）及び活用④「機能将来像の可視化」で作成した自消防本部の機能一覧（将来像）を基

に事業者に対する情報提供依頼を実施することを想定している。 

＜活用手順＞ 

(１) 情報提供依頼で事業者に確認したい事項を消防本部で検討する。 

(２) 情報提供依頼で事業者に確認したい事項はウ.「活用③：業務将来像の可視化」で

作成した自消防本部の業務フロー（将来像）やエ.「活用④：機能将来像の可視化」

で作成した自消防本部の機能一覧（将来像）と紐づけて確認を依頼する。 
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図 ３-８ フェーズ２での文書活用イメージ（１/２） 

 

イ. 予算要求資料の作成における活用方法 

予算要求の過程では、短期間で多くの関係者にプロジェクトの目標や予算の必要性など

を理解いただく必要があるため、要点をわかりやすく表現することが求められる。 

そのため、予算要求資料の作成を行う際は、実現したい通信指令業務や新消防指令シ

ステムの機能について、多くの関係者（自消防本部の職員、予算管理を行う自治体職員な

ど）が容易に理解できる情報を提供する必要がある。 

ここでは、実現したい通信指令業務を理解するための資料として、フェーズ１で作成した

自消防本部の業務フロー（将来像）を予算要求資料に添付し、新消防指令システムで実現

したい業務イメージや内容を関係者に正確に伝えるために活用する。 

 

 

図 ３-９ フェーズ２での文書活用イメージ（２/２） 
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(ウ) フェーズ２での文書の活用手順 

本項目では標準業務フローと基本的機能一覧のフェーズ２での活用手順を示す。 

なお、本項ア.イ.は活用⑥、活用⑦としている。これは活用方法・手順について（２）②（ウ）「フ

ェーズ１での文書の活用手順」から連番で附番しているためである。標準業務フロー及び基本

機能一覧の活用①から⑤については、（２）②（ウ）「フェーズ１での文書の活用手順」をご確認

いただきたい。 

 

ア. 活用⑥：見積依頼の補助 

本項目では、フェーズ１で作成した自消防本部の業務フロー（将来像）及び自消防本部

の機能一覧（将来像）を基に事業者に対して見積依頼を実施することを想定している。 

 

＜活用手順＞ 

(１) 各消防本部で見積依頼資料を作成する。 

(２) （１）で作成した見積依頼資料に、フェーズ１の活用③及びフェーズ１の活用④で作

成した自消防本部の業務フロー（将来像）や自消防本部の機能一覧（将来像）を添

付する。その際、現行の業務や機能から変更が生じる点を明確化し、現行システム

から何が追加されるかを明示する。 

 

イ. 活用⑦：予算要求の補助 

本項目では、フェーズ１の活用③で作成した自消防本部の業務フローを予算要求資料の

一部として活用することを想定している。 

 

＜活用手順＞ 

(１) 各消防本部で予算要求資料を作成する。 

(２) (１)で作成した予算要求資料に、フェーズ１の活用③で作成した自消防本部の業務

フロー（将来像）を添付する。 
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図 ３-１０ フェーズ３での文書活用イメージ 

 

(ウ) フェーズ３での文書の活用手順 

本項目では調達仕様書ひな形のフェーズ３での活用手順を示す。 

なお、本項ア.は活用⑧としている。これは活用方法・手順について（３）②（ウ）「フェーズ２での

文書の活用手順」から連番で附番しているためである。調達仕様書ひな形、標準業務フロー及

び基本機能一覧の活用①から⑤については（２）②（ウ）「フェーズ１での文書の活用手順」、活

用⑥⑦については（３）②（ウ）「フェーズ２での文書の活用手順」をご確認いただきたい。 

 

ア. 活用⑧：移行計画の検討補助 

本項目では、調達仕様書ひな形に記載している移行要件を参考に、移行計画での検討

事項を整理する際の手順を記載する。 

 

＜活用手順＞ 

(１) 調達仕様書ひな形の３章・４章に記載されている移行に係る要件を確認する。 

(２) (１)の確認結果を踏まえ、移行計画での検討事項を整理する。 
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呼称や数値などを記載する。 

(３) 調達仕様書ひな形３.（１）「機能要件」の項目では、フェーズ１で作成した自消防本部

の機能一覧（将来像）を別紙として利用するが、自消防本部の機能一覧（将来像）に

記載している機能のうち、機能を実現したい装置を指定する場合については、「機

能を実装する装置」記載欄（Ｊ列）に同章（２）「装置要件」で装置ごとに割り振られて

いる装置番号を記載する。 

 

 

活用手順（１）・（３）を実施する際の留意点を示す。 

＜留意点①＞ 

・調達仕様書ひな形は各項目で記載される一般的な要件12の記載例を示す文書であり、すべ

ての消防本部にとって定義すべき要件がすべて記載されているわけではない。 

・標準業務フローや基本的機能一覧から作業や機能を追加するカスタマイズを実施した際 

は、自消防本部にとって必要な要件が記載されていない可能性がある事を念頭に、過去の

調達仕様書などと比較しながら追加要件をご検討いただきたい。 

 

＜留意点②＞ 

・調達仕様書ひな形は、運用保守業務と機器の整備調達を同じ調達範囲に含めるなど、各 

消防本部の調達範囲と異なっている可能性や、自消防本部にとっては不要な要件が定義

されている可能性がある。 

・該当の要件には適宜想定を補足するコメントを付記しているため、内容を確認の上、記 

載要否をご検討いただきたい。 

 

＜留意点③＞ 

・活用手順(３)について、機能を実現する装置を指定することで、特定事業者しか対応できな

い、他事業者が対応するには装置の改修が必要となるなど、ベンダーロックインを誘発して

しまう可能性がある。 

・そのため、調達仕様書ひな形では、機能と装置の紐づけを最小限とする記載としている。 

各消防本部にて機能を実現する装置を指定する場合は、それが特定事業者の指定に繋が

らないかを考慮し、複数事業者へ意見確認の上、ご指定いただきたい。 

 

  

 
12 複数本部の調達仕様書で実際に定義されている要件や、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインで示される要件から抜

粋して記載 
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【ＡＶＭに係る標準インターフェイスを利用するＡＶＭの調達】 

標準インターフェイスで接続されるＡＶＭを調達する際には、ＡＶＭ本体である車両運用管理

装置や車両運用端末装置に加え、AVM 標準インターフェイスに対応するための専用端末（ＡＶ

Ｍ専用端末）が必要である。 

調達時は、「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」に沿った専用端末も合わせて調

達するとともに、消防指令システムとのデータ連携を行えるよう要件を定義いただきたい。 

＜調達対象の装置＞ 

▪ 車両運用管理装置 

▪ 車両運用端末装置 

▪ （消防指令システムと接続するための）専用端末 

＜調達仕様書への記載内容例＞ 

▪ 「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」に沿い消防指令システムに具備された

標準ＩＦＧＷとデータ連携できること 

▪ 標準ＩＦＧＷとデータ連携するために、「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」に

沿ったＡＶＭ専用端末を構築すること 

 

【消防指令システムの調達】 

ＡＶＭ標準インターフェイスを利用するには消防指令システムを標準インターフェイスに対応し

た仕様とすることが必要であるため、以下の要件を消防指令システムの調達仕様として定義す

る。 

＜調達対象の装置（ＡＶＭに係る標準インターフェイス関連）＞ 

▪ 標準ＩＦＧＷ 

＜調達仕様書への記載箇所・内容例＞ 

（１） 調達仕様書では消防指令システムに求める要件のうち、装置要件の「⑩ア１．出動車両

運用管理装置」にＡＶＭ標準インターフェイスで接続するＡＶＭと接続し管理・運用できる

旨を記載する。 

記載内容は、「消防庁が公表する「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」に則り、

当本部が別途調達するＡＶＭと消防指令システムを接続し運用できる仕様とすること」で

ある。 

（２） 上記に加え、AVM 標準インターフェイスを利用するために標準ＩＦＧＷが必要であること

から、同じく装置要件に「AVM に係る標準インターフェイス関連機器」として「標準ＩＦＧＷ」

を記載する。 

要求仕様は以下のとおりである。 

▪ 「ＡＶＭに係る標準インターフェイス標準仕様書」に沿った仕様とすること 

▪ 別途調達されるＡＶＭからの通信を送受信する専用端末と接続できること 

▪ 接続数（接続する専用端末数）：１以上（数値は消防本部ごとに設定する。基本的

に複数事業者のＡＶＭを利用しない場合は１である。） 
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図 ３-１４ 調達仕様書における記載イメージ 

 


